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農林⽔産省農村振興局 
  



農⼭漁村における企業によるインパクト創出促進・証明書制度創設検討会 
（第 1 回） 

 
⽇ 時：令和７年８⽉ 29 ⽇（⾦）16：00〜 18：00  
場 所：オンライン（Teams）  
 

会 議 次 第 
 

１．開 会  
２．議 事  
（１）本検討会の⽬的・検討事項説明 
（２）有識者へのヒアリング 
（３）評価基準・インセンティブに関するディスカッション 
（４）取組証明書制度について 
３．閉 会 
 
 
【配布資料】 
資料１ 農林⽔産省説明資料（本検討会の⽬的・検討事項説明） 
資料２ 事務局説明資料①（有識者へのヒアリング） 
資料３ 事務局説明資料②（評価基準・インセンティブに関するディスカッション） 
資料４ 事務局説明資料③（取組証明書制度について） 
  



午後４時００分 開会 
 
○事務局 種⽥ 

進⾏を務めさせていただきます、株式会社リディラバの事務局の種⽥と申します。どうぞ
よろしくお願いいたします。 

本⽇のコンテンツはこのようになっております。まず開会の挨拶で検討会の⽬的、検討事
項の説明を農林⽔産省様からいただきます。その後参加委員の皆様を御紹介いたします。そ
の後で有識者の皆様へのヒアリング結果と考察に関して共有させていただき、その後評価
基準インセンティブに関するディスカッションを 4 時半頃から予定しております。その後 5
時半頃から取組証明書制度に関する御説明で、最後に今後のスケジュールと閉会挨拶とい
った内容を予定しております。 

それでは、初めに開会の御挨拶を農林⽔産省農村振興局農村政策部⻑の河村様からいた
だきたいと思います。それでは、河村様よろしくお願いいたします。 
 
○河村農村政策部⻑  

農林⽔産省農村振興局の河村でございます。今⽇はどうぞよろしくお願いいたします。本
⽇は委員の皆様、そして御参加の皆様、御多忙の中、御参加いただきまして、本当にありが
とうございます。⼼より御礼申し上げます。 

御承知のとおり、農⼭漁村は⾷料の供給基地という役割もございますし、また多⾯的機能
という、いろんな意味で国⼟の発展のために寄与できるような部分というのは結構たくさ
んあるわけでございます。そういった意味で⾷料安全保障の確保、国⼟の維持の観点から極
めて重要な地域だろうというように我々思っておりますが、御承知のとおり、農⼭漁村は⾮
常に⼈⼝が減ったりとか、⾼齢化が進んだりして厳しい状況でございます。 

これまでも企業の皆様⽅に農⼭漁村の関係⼈⼝の創出に向けて、いろんな形で関わってい
ただいておりまして、課題解決に御貢献いただき、結果として企業の本業の⽅にも御貢献さ
れているような動きというのも出てきているということでございまして、そういう流れをど
んどん広げていきたいと思っております。 

本年 2 ⽉に 「農⼭漁村」経済 ・⽣活環境創⽣プラットフォームというものを⽴ち上げさせ
ていただきまして、企業の皆様と地域の皆様をつなぐ役割というものを果たす組織を作っ
たわけでございます。おかげさまで 8 ⽉ 1 ⽇現在、約 480 の団体・企業の⽅々、そして約 70
の地⽅公共団体の⽅々、合計で約 550 の⽅々に御参加いただいているということで⼤変あ
りがたいと思っております。 

これに加えて、本年の 1 ⽉から 3 ⽉まで 5 回にわたりまして、農⼭漁村における社会的
インパクトに関する検討会を開催させていただきました。本検討会の委員でもある⼤塚様、
⼯藤様、増岡様をはじめとした様々な有識者の皆様から貴重な御意⾒をいただきまして、農
⼭漁村の有する多⾯的価値をインパクトとして可視化するガイダンスというものを作って、



3 ⽉に公表したところでございます。 
そうした積み重ねの上で、より多くの企業の皆様に御参加いただけるように、農⼭漁村の

課題解決に寄与するようなインパクトを創出するということで、国としても証明書の発⾏
を⽬指しながらということで、この度、農⼭漁村における企業によるインパクト創出促進・
証明書制度創設検討会の開催に⾄ったということでございます。 

後ほど朝⽇からも説明があると思いますが、証明書を付与する企業の皆様⽅にとってどの
ようなインセンティブやインパクトがあるかとか、その測定ですとか、基準はどんなものが
良いのかということを議論させていただきたいと思っていますし、顧客の皆様、従業員の皆
様、投資家の皆様、⾦融機関の皆様に対して、どんなインパクトを測定して証明すると良い
かといった点を明確にしながら、具体的な制度設計を進めていきたいと思っています。 

これを⾏うに当たって、我々その類似の取組をやっているところがあるか、いろいろ⾒た
のですけども、確かにインパクトに関して議論されているところは世界的にいくつか⾒受
けられましたが、こと農⼭漁村に特化して、インパクトの検討みたいなものを深掘りして⾏
っているっていうのはないと思っています。この検討会でうまい形で整理ができれば、ちょ
っと⾔い過ぎかもしれませんが、世界に打って出られるようなそういったルールメイキング
みたいなものもできるのではないかということも期待しているわけでございます。 

本⽇は忌憚のない御意⾒を頂戴できればと思っていますので、どうぞよろしくお願いいた
します。 
 

○朝⽇農村活性化推進室⻑  
農村活性化推進室⻑の朝⽇でございます。本⽇はよろしくお願いいたします。私から資料

の説明をしたいと思います。 
農⼭漁村は⾮常に⼈⼝減少が進んでございます。総⼾数が 9 ⼾以下の農業集落は、その活

動が⾮常に低下すると⾔われておるのですが、中⼭間地ですと 1.8 倍、⼭間地ですと 2.3 倍
という状況になってございまして、農村のコミュニティの維持が課題となっております。 
そのため、これまでいろいろな取組をしてございます。関係⼈⼝の創出ということでプラッ
トフォームを作り、また中間⽀援組織ということで、地域の銀⾏さんにも⼊っていただきな
がら、中間⽀援の機能を果たしていただく。また、企業さんの取組で農⼭漁村の課題解決に
資するような取組をされている企業さんを積極的に国の⽅でも選定させていただいて、そ
の取組を市町村さん側に募るというようなことをやっております。 

今年の 3 ⽉にインパクトの可視化ガイダンスというものをまとめまして、農⼭漁村のイ
ンパクトとして、ここに書いてあるような中⾝のことを創出できる可能性があるのではな
いかということを提案しております。そういった取組をされている企業さんのインセンティ
ブになるように、証明書を発⾏するということについて検討していくというのが今回の趣
旨でございます。 

前回の 3 ⽉までに出したガイダンスの復習として、今回から参加いただく⽅もいらっし



ゃいますので、どんなことが書いてあるかということを申し上げておきますと、農⼭漁村に
企業からの資⾦拠出や⼈材派遣がなぜ必要となるのかや、それは企業にとってのリスクと機
会双⽅を有しているというようなことが記載されています。 

企業にとってのリスクであれば、地域における⼈⼝減少や産業の衰退等で、消費や投資の
停滞ですとか、消費市場の縮⼩を招く可能性があるというリスクがあったりとか、企業のバ
リューチェーンへの影響があったりとか、そういったリスクがある⼀⽅で、機会としては新
規事業の創出ですとか、インパクトを創出する取組の加速化につながるとか、企業の都会の
⽅々が抱えているストレスとかに対して、健康経営の実践という形でコミットできるのでは
ないかという、そういう機会になるのではないかというようなことについて紹介がありま
す。 

インパクト可視化ガイダンスとしては、そういう問題意識に⽴って、インパクト例を⽰し
た上で、⺠間企業の皆様⽅のインパクトにつながり得る取組を紹介させていただいている
ということでございます。 

インパクト創出につながる企業さんのアクティビティを網羅的に書いているものであり
まして、⼤きく分けて、多様な⼈材の⽅々が農村に関わる機会を創出して、⼈を呼んでくる
ような取組を羅列しているもの、それから農村における所得の向上とか、雇⽤の創出、地域
資源の活⽤、付加価値の創出というような取組を紹介しているもの、それから昨今、⼈⼝減
少によって⽣活が不便になっていたり、ラストワンマイル問題等による物が届かなかったり
という問題に対するアクティビティを⽰しているもの等々が紹介されておりまして、それが
インパクトにつながっているということを記載しているものであります。 

そういった個々の取組について、例えば棚⽥オーナーとの取組をするとか、ワーケーショ
ンの取組をするとか、CSV の取組をするとか、そういうような取組をすると、それが最終
的にどういうアウトプットとアウトカムにつながってインパクトにつながるのかという、そ
ういう模式的な図をロジックモデル、セオリー・オブ・チェンジということで類型化したと
いうのが、前回までに主にやったことだったかなと思っております。 

そうした議論をしていく中で、企業さん側としていろいろなメリットを感じて⼊っていた
だいているというようなところを少し整理しているものがありまして、事業リターンとして
最終的に本業に帰ってくるというリターンを感じて⼊ってくださっている企業さんもいれ
ば、従業員に対して訴求できるということを⽬指して⼊ってくる企業さんもいれば、対顧客
のブランドリターンとして⼊ってくる、これが最終的に事業リターンにつながる⾯もあるわ
けですけども、そういう話と、それから対投資家という資本市場リターンを⽬指して⼊って
くるという、そういうようないろいろなモチベーションとメリット、機会があるのかなと考
えております。 

今回、技術的な⾯も含めた課題解決の取組、また課題解決を間接的に資⾦拠出、⼈材派遣
等で⽀援するような取組について、その取組⾃体がその投資家、株主、⾦融機関、従業員、
顧客等のそれぞれの⽅に評価され得るために必要となるような証明書の制度の検討をして



いきたいと思っております。 
これについては 2 種類の証明書の発⾏を考えてございまして、取組証明書とそれからイン

パクト証明書というものの発⾏を考えております。要はライトなものと、それから少し本格
的なものとを考えようと思っております。 

取組証明書というのは、主に顧客・従業員等々に対する訴求を考えておりまして、先ほど
⽰したようなインパクトのガイダンス、こういう取組というのはこういうインパクトにつ
ながるのではないかという、そういう少し抽象的なレベルでロジックモデルを描いている
ので、その取組をされているということを認定することによって、裾野を広げて応援団を作
るというような、その取組、それがやがて顧客や従業員に訴求するものとなるのではないか
という、そういうことを⽬指してやるライトな取組です。 

⼀⽅、投資家や⾦融機関等に訴求させるためには、そういうものではなくて、しっかりと
その個々の取組がインパクトの創出につながっているということについて、しっかりと確認
していく。それから IMM プロセス等々、その体制がちゃんと整っているか等々まで、しっ
かり⾒なきゃいけないのではないかというようなことも踏まえて、しっかりと⾒るものと両
⽅を作ってはどうかということを今検討しているところであります。 

今後の流れとしまして、第 1 回ではインセンティブ、評価基準の考え⽅をこれから議論で
きればと思っておりまして、その後、証明書の評価基準の詳細、それから具体的な評価⽅法
ということで、⼤企業の CSV 的な取組をされている企業さんの検討会をしておりますが、
そういった⽅々と少し合流しながら、具体的に⼤企業さんのやっている取組って、どういう
インパクトを創出できるのかというようなところの可視化、それから数値化ができるかど
うかということを含めて、少し実証ができたらなと思っております。 

また、第 4 回ではインパクトの証明書の発⾏体制等々についても検討していきたいと考
えておりまして、スケジュール感といたしましては、今 8 ⽉でございますけれども、第２回
検討会を 9 ⽉、第３回検討会を 11 ⽉、第４回の検討会を 1 ⽉という形で開催したいと考え
ておるところでございます。当⽅からは以上でございます。 
 
○事務局 種⽥ 
 続きまして、委員の皆様の御紹介に⼊らせていただきたいと思います。今回、こちらの 8
名の皆様に委員になっていただく予定でございます。これから肩書きとお名前を呼ばせてい
ただきますので、各委員の皆様からごく簡単で⼤丈夫ですので⼀⾔御挨拶を頂戴できます
と幸いです。 

⼀般財団法⼈社会的インパクトマネジメントイニシアチブ代表理事の今⽥様よろしくお
願いいたします。 
 
○今⽥委員  

皆さんこんにちは。略して SIMI の代表理事をしています今⽥です。このインパクト界隈



でいろいろ仕事を始めて、この団体、任意団体の時から数えると、ちょうど来年で 10 年に
なります。昨年度の検討会には参加しておりませんでしたけども、ガイダンス、⼤変興味深
く拝⾒をしておりました。どうぞよろしくお願いします。 
 
○事務局 種⽥ 

今⽥様ありがとうございます。では続きまして株式会社⾬⾵太陽取締役の⼤塚様お願いい
たします。 
 
○⼤塚委員 
 株式会社⾬⾵太陽の⼤塚でございます。コーポレート部⾨を担当する取締役でございます。
うちの会社、もともと NPO から創業して、インパクト IPO といった形で上場させていた
だきましたけれども、都市と地⽅をかき混ぜるというのがミッションで、ひたすら地⽅に⼈
を送り続ける、リソースを送り続けるっていうことをやり続けておりますので、今回のイン
パクトの証明書についても⾮常に興味⾼く、またそれをどうやったら本当に実効性あるも
のとして広げていけるのかという観点で、積極的に協⼒していきたいと思っております。よ
ろしくお願いいたします。 
 
○事務局 種⽥ 

⼤塚様ありがとうございます。では続きまして⽇本格付研究所サステナブル ・ファイナン
ス評価本部インパクト分析室の川越様お願いいたします。 
 
○川越委員  

⽇本格付研究所のサステナブル ・ファイナンス評価本部評価部のインパクト分析室⻑をし
ております川越と申します。よろしくお願いいたします。弊社につきましては、信⽤格付け
を付与するというのが主要業務であるのですけれども、私どもサステナブル ・ファイナンス
評価本部評価部につきましては、サステナブル・ファイナンスの評価であったりですとか、
第三者機関としての意⾒を述べたりですとか、第三者検証しているという部署になります。
今回こちらの委員ということ、初めて参加させていただく形になりますので、評価機関とし
ての意⾒ということで、何かしら⼀助になればなというふうに思っております。よろしくお
願いいたします。 
 
○事務局 種⽥ 

川越様ありがとうございます。では続きまして⼀般財団法⼈社会変⾰推進財団常務理事の
⼯藤様お願いいたします。 
 
 



○⼯藤委員  
社会変⾰推進財団、略して SIIF と呼んでいただければと思うのですけど、⼯藤と申しま

す。検討会の前のガイダンスのところとかから関わらせていただいていまして、引き続きこ
ういった形で貢献できるのをとても楽しみにしています。よろしくお願いします。 
 
○事務局 種⽥ 
 ⼯藤様ありがとうございます。では続きまして農林中央⾦庫経営企画部サステナブル経営
部⻑代理の増岡様お願いいたします。 
 
○増岡委員  

農林中央⾦庫の増岡と申します。農林中央⾦庫は農林⽔産業の協同組織の全国機関であり
まして、⾦融機関でございますので川上から川下の企業さん含め、⾷と農のバリューチェー
ン全体をカバーして、産業全体にインパクトを与えていく、こんなことも⽬指した⾦融機関
でございますけれども、そんな中で農林中⾦グループ全体のサステナビリティ関連の戦略の
企画の⽅を担当しております。前回のインパクト可視化ガイダンスの検討会の⽅から参加さ
せていただいておりまして、昨年度公表されたインパクト可視化ガイダンス、これをまさに
使っていただくための今回制度設計の議論かと思っておりますので、⾦融機関、それから企
業の皆さんと⼀緒に活⽤いただけるような制度設計に貢献していきたいと思っております。
よろしくお願いいたします。 
 
○事務局 種⽥ 

増岡様ありがとうございます。では続きまして⻑島・⼤野・常松法律事務所パートナー弁
護⼠の宮下様お願いいたします。 
 
○宮下委員 
 宮下でございます。私は企業法務を中⼼に取り扱っている⻑島・⼤野・常松法律事務所に
所属する弁護⼠でして、私⾃⾝は投資家向けの情報開⽰や資本調達などのキャピタルマーケ
ットの分野を中⼼に取り扱っております。また、弊事務所には農林⽔産 ・⾷品プラクティス
チームがございまして、そのメンバーでもあります。本⽇はどうぞよろしくお願いいたしま
す。 
 
○事務局 種⽥ 
 宮下様ありがとうございます。では続きましてワタミ株式会社執⾏役員 SDGs 推進本部本
部⻑の百瀬様お願いいたします。 
 
 



○百瀬委員 
 ワタミの百瀬です。弊社は飲⾷業 ・宅⾷事業、そして⾃社で農業を営む企業です。調達先
が農業・漁業の⽣産地に関わり、更に全国で約 600ha の森林の管理も担うことで、林業と
も関わりがあります。農⼭漁村につながりのある企業として、この委員会の中で、少しでも
お役に⽴つことがあればと思います。よろしくお願いいたします。 
 
○事務局 種⽥ 

百瀬様ありがとうございます。原⼝様には後ほどディスカッションには参加いただけると
思いますので、参加されたら⼀⾔いただきたいと思います。 

本検討会の座⻑ですね、皆様よろしければ SIIF の⼯藤様にお願いさせていただければと
考えております。委員の皆様、御賛同いただける⽅は、ミュートにして拍⼿をお願いできま
すでしょうか。 

はい、ありがとうございます。それでは本検討会の座⻑を⼯藤様にお願いさせていただき
ます。後ほどのディスカッションから進⾏をお願いさせていただきたいと思います。 

続きまして、有識者へのヒアリング結果・考察を 5 分ほどで共有をさせていただきたいと
思います。 

取組証明書・インパクト証明書を取得する際の企業の皆様のインセンティブ、あとはその
証明書の評価基準に関して御助⾔を頂戴してまいりました。有識者の皆様、事業会社の⽅々、
財団法⼈、コンサルティング会社の⽅々、あるいは資⾦の供給の担い⼿である⾦融機関・投
資家の皆様、10 名ほどの多様な皆様に御意⾒を頂戴してまいりました。 

インセンティブに関しては、⼤きく事業リターン、ブランド・⼈材リターン、資本市場リ
ターンという観点からインセンティブがあると考えられます。 

事業リターンに関しては、国のお墨付きを得られることによって、消費者の信頼を得られ
ることによって事業上のリターンが得られるというところですね。あるいはこの証明書を通
じて、より多くのステークホルダーの⽅々を巻き込む際の未来像として活⽤することで、事
業リターンにつながっていくと、こういった御意⾒を頂戴しました。 

ブランド・⼈材に関しては、こちらも⾮常に重要であるというところですね。例えば付与
されることが名誉となる設計、⼤⾂名の表彰ですが、分かりやすいネーミング、ラベル、デ
ザイン、こういったところは重要ではないかと。B-Corp のようにブランド、コミュニティ
化、コミュニティを作れるというところですね、こういったところもインセンティブになる
のではないか。あと従業員のウェルビーイングにつながるんじゃないか、こういったところ
をコメントとしていただきました。 

資本市場に関しては、やはりそのインパクト創出によって企業価値向上につながるという
ことが株主に説明ができれば、インセンティブになるというところですね。証明書の取得に
よって投資家の期待利回りの低下につながれば⼤きなインセンティブになるだろうと。あと
はリスクと機会ですね、TNFD に関連して、リスクと機会を把握することにつながるとイ



ンセンティブになるのではないか、こういった御意⾒を頂戴しました。 
評価基準に関しては、ライトな取組証明書と、もう少し深く⾒ていくインパクト証明書、

これによってそれぞれ評価基準を変えるという⽅向性がコメントから⽰唆されました。お聞
きしたこととしては⼤きくは 3 点。１点⽬がスコープ、何を評価するか。2 点⽬がプロセス、
どうやって評価するか。3 点⽬はガバナンス、こういった観点になります。 

スコープに関しては、取組証明書は、まずはライト版として、これからの計画を評価する。
インパクト証明書はインパクト測定の体制とか実績、インパクトが実際に出ているかとい
うところを評価するのが良いのではないか、こういったコメントをいただきました。 

プロセスに関しては、取組証明書は、ロジックモデルを評価基準とするのが良いのではな
いかと。インパクト証明書に関してはインパクトが出たという証明はなかなかハードルが
⾼いというところがございますので、まずは、IMM の⽅法・体制をしっかり構築できてい
るかというところを評価するのが良いのではないか、こういった御意⾒もございました。 

ガバナンスですね、⾮常に重要ですと。取組の正当性、重要です。更新も論点になってく
るだろうと、こういったコメントを頂戴しました。 
 まとめるとインセンティブは４つということですね。先ほど朝⽇様から御説明いただき
ましたので割愛させていただきます。インセンティブに関する整理をですね、このようにさ
せていただいておりますけれど、想定される発⾏対象者ですね、⼤企業から中⼩企業、ベン
チャー企業まで幅広く対象となると考えておりますが、インパクト証明書の⽅はですね、資
本市場リターンというインセンティブがより⾼い対象者になると想定しておりますので、
必然的に⼤企業の皆様や、投資家からの資⾦調達を必要とするベンチャー企業とか、そうい
ったところの構成が⾼くなると思っております。主なインセンティブはですね、取組証明書
とインパクト証明書でですね、異なってくるのではないかというふうに考えられます。 

評価基準に関して簡単に論点をまとめさせていただきました。まず取組証明書に関しては
ロジックモデル活⽤といったところがあるかと思いますが、⾚字の部分がですね、主な論点
になるのではないかと考えています。農⼭漁村におけるどのような課題か、またそれを解決
するアクティビティかどうか、このあたりが重要な評価基準になるのではないかと考えてい
ますし、具体的にどのように評価するのかということが論点になるかと思います。インパク
ト証明書に関しては、初回はですね、IMM プロセスを構築できているか、更新時にはイン
パクト、アウトプットの達成や、インパクトの創出を⾒るのかどうか。⾒るとすればどこま
で具体的に⾒ていくのか、達成できなかった場合にどのように評価するのか、その改善のた
めの策を⽴てていれば⼗分とするのか、このあたりが論点になると考えております。 

この評価基準に関してはですね、朝⽇さんから先ほどありましたように、第２回の検討会
以降で詳細に議論していくところとなります。こちらは現段階の⼤枠のイメージを⼀旦まと
めさせていただいたものにはなりますけれど、⻩⾊のところが取組証明書の証明範囲です
ね。ロジックモデルのうちの、「課題」、「インプット」、「アクティビティ」に関するところ
ですね、こちら後半 EY さんからですね、ガイドラインについて御説明いただきます。ブル



ーのところ、インパクト証明書の証明範囲ということで、ロジックモデルのより広範な範囲
ですね、右側の 「アウトプット」、 「アウトカム」、 「インパクト」を含むところ、さらに下の
IMM プロセスですね、こういったところも⾒ていくのが良いのではないかというふうに考
えられますけども、具体的にどこまで⾒ていくのか、どのような評価基準で⾒ていくべきな
のか、このあたりが本⽇のディスカッションで委員の皆様からの御助⾔を踏まえてですね、
ぜひ今後詳細化できればというふうに考えております。簡単ではございますが有識者の皆様
へのヒアリング内容を共有させていただきました。 

では続きましてですね、「評価基準・インセンティブに関するディスカッション」に⼊ら
せていただきます。本⽇は第 1 回ですので、左下のインセンティブ、評価基準の考え⽅です
ね、⼤枠に関する議論になります。第 2 回以降が詳細の議論となりますので、本⽇の⼤枠、
考え⽅に関する委員の皆様からの御助⾔を踏まえて第 2 回以降の詳細な議論につなげてい
ければというふうに考えております。では本⽇の論点ですね、検討テーマはこちらの 3 つを
想定しております。ここから⼯藤様に進⾏をお願いさせていただきます。全体で 60 分ござ
いますので、⼤体 15 分から 20 分くらいが各テーマの⽬安になるかと思います。では⼯藤
様お願いいたします。 
 
○⼯藤委員 
 座⻑仰せつかりましてありがとうございます。ミュートで拍⼿っていうのがなかなか新鮮
でしたね。どうもありがとうございます。ちょっと私⾃⾝もこの農⼭漁村というテーマが特
に専⾨ではないので、ぜひ皆さんの御意⾒をうまく引き出せるような形で進めていきたい
なというふうに思っています。 

ちょっと事務局の⽅にまず確認なのですけれども、今⽇のテーマとしては、まさにインセ
ンティブの話と評価基準の話という２つですね。どちらかというと、詳細というよりは、全
体感の話をするということで良いと思うのですけど、インセンティブっていうのは、企業さ
んにまさにこの証明書を使って農⼭漁村に関わってもらうためのインセンティブっていう
ことだと思うのですけど、この証明書っていうのがどういうアウトプットになるかみたいな
ものっていうのも含めて議論するのですね。例えばいわゆる 「くるみん」みたいな、そうい
うスタンプラベルみたいなものとかを作られるとか、これを使うと何かの時にこういうふ
うに使えるみたいな、そういう証明書ってどんなもので、どういうユースケースがあるのか
みたいなところもまだ⽩紙っていう、そういう理解で合っていますか。 
 
○事務局 種⽥ 

はい、その御理解で合っております。 
 
○⼯藤委員 
 なるほど、はい。じゃあそのあたりも含めてこういうアウトプットでこういうふうに使え



るのであれば、インセンティブになるのではなかろうかっていうアイディアも含めて出して
いただければいいということですね。 

それではまあ初回ということもあるので、⼀通り皆さんにお話聞いていけるといいのか
なというふうに思っています。今⽇のテーマの２つの関係性で⾔うと、多分このインセンテ
ィブっていうのはどちらかというと企業側を向いて企業の⽅にうまく乗ってもらうための
企業にとっての誘引を作っていくっていうことだと思うので、企業側のメリットっていう観
点でいろいろアイディアを出していただくっていうことだと思います。 

⼀⽅であまりそこに寄り添いすぎて、結局、最終的な政策⽬標である農⼭漁村の維持 ・発
展っていうところからかけ離れたようなことになっていくと、当然意味がないので、評価基
準の⽅はむしろそちら側をしっかりグリップしに⾏くというか、⼀定程度インパクトウォ
ッシュにならないように、本当にインパクトが出る取組をしっかり企業さんに農⼭漁村で
⾏ってもらうための基準づくりということで、ちょっと多分論点の 1 番と 2 番が結構引っ
張り合うようなところもあるのかなとは思うのですけども、ちょっとそれを踏まえて、いろ
いろと専⾨家の皆さんに御意⾒いただけるといいかなと思います。 

5 時ぐらいまではインセンティブの話をさせていただいて、その後、この 2 番のところに
移っていけるといいのかなと思っております。 

⼝⽕を切っていただける⽅を、今⽥さんにお願いするっていうのがよくあるパターンなの
ですけれども、このインセンティブのところですね。今⽥さん、結構多分認証制度みたいな
ところはいろいろ詳しいところもあるかなというふうに思いますので、こと農⼭漁村とい
うことに関して、もしくはその海外とか、今まで関わられている中でのこのインパクトの認
証っていろいろあると思うのですけれども、その観点からどういうインセンティブがあると
良さそうかっていうのを、まずはちょっとシェアしていただけたらありがたいです。 
 
○今⽥委員 
 はい、⼯藤さんありがとうございます。トップバッターになりますが、昨年度関わってい
なかったので、やや⾒当違いの発⾔になる部分もあるかもしれませんけれど、その際はお許
しください。 

先ほど御説明があった有識者ヒアリングの 19 ページにいくつかまとめられていますけれ
ども、インセンティブについてこの３つの塊で考えるということで、まずよろしいと思いま
す。私もヒアリングを受けましたが、まず２番⽬のブランド・⼈材リターンのとこで、「B-
Corp のように」と申し上げたのは、多分私だと思います。SIIF の⼯藤さんも詳しいですが、
私たちでも⽇本における B-Corp の広がりをどういうふうに⽀援していったらいいかの検
討をここ数年やっていまして、その経緯でこういったお話はしました。ただ同時にこの時に
申し上げたのはそれは知名度つまりブランド⼒があるとか、訴求⼒があるとかに関係します
が、それがないとなかなか役に⽴たないというものだと思います。鶏が先か卵が先かの議論
になりがちだと思いますけれど、証明書を作るということで、証明書を取るということがど



のようなブランドとか訴求⼒につながるかというところがなかなか⾒えない中で、やってみ
ないと分からないっていう中で始めるということになるのかと思います。 

B-Corp に関しては御存知の⽅も多いように、分野特定ではないので、いろいろなセクタ
ーの企業がそこに参画しているわけですけれど、こちらの農⼭漁村といった場合には、消費
者の意識とかそういうものを⾒ることによって訴求⼒に関しての読みが進むのではないか
と考えます。もしかしたら昨年度の検討会で議論されたのではないかと思いますが、例えば
最近のやはりお⽶の価格がどんどん⾼くなって、消費者としては⾼くて困るっていうコメン
トも聞かれる⼀⽅で、やはり⽣産者の⽴場に⽴つと、「今までが適正価格でなかった」とい
う意識もそれなりに世の中に普及していて、第⼀次産業、農家や、漁業・林業をやられてい
る⽅々へのシンパシーの広がりというのもある程度⾒られているのではないかと思います。 
ですので、その辺をどういうふうに活⽤しつつ、ブランドやコミュニティの考えを訴求⼒に
つなげていけるのかというところは、考えていくところかなと思います。その場合に証明書
という⾔い⽅がブランドとして成⽴するかは少し気になりました。 

もう１つだけ申し上げて終わりにしますが、資本市場リターンのところで、先ほども２つ
の証明書の中でハードルの⾼い⽅だが⼤事だという話もありました。その１つ⽬のコメン
トで企業価値向上につながればというのがありますけれど、これはかなり難しいというふう
に正直思っています。御存知の⽅も多いように、最近インパクトファイナンス界隈、特に⽇
本においてはですが、企業価値とのつながりが最⼤級の関⼼事になっていると⾔って良いと
思います。それがまだ証明されていないとか証明できないとか、インパクトと企業価値はト
レードオフ関係にあるとか、いろんなことが⾔われているので、なかなかインパクト創出が
企業価値向上につながるという仮説を提⽰したとしても、いやいやそれは違うでしょうと
⾔う有識者の⽅も多いですし、そこにいろんな論拠が連なっているので、今この議論をして
もあまり⽣産的ではないというふうに思います。将来的に⾒れば、企業価値向上とのリンク
とはとても⼤事なことなのですけれど、現段階でこれを⼊れるといろいろ突っ込みどころが
残ってしまうものになってしまうと思います。とりあえず以上２点だけ申し上げておきます。
ありがとうございます。 
 
○⼯藤委員 
 ありがとうございます。B-Corp って正直、多分取ったところで直接的なメリットがある
わけではないじゃないですか。なんか補助⾦がもらえるとかメリットがあるとかっていうこ
とではないと思います。それでも広がっているブランド⼒の源泉が何かっていう話と、この
コミュニティ化って⾯⽩い観点だと思うのですけど、B-Corp の場合、取ることでどういう
コミュニティにアクセスできて、それがどういうインセンティブになっているかというとこ
ろ、御紹介いただいてもいいですか。 
 
 



○今⽥委員 
 はい。B-Corp を取るってことは、１つの⼤きな宣⾔プラス実践だと思います。宣⾔とい
う意味は、私たちはこれを⽬指しますという、社会とか環境に関することで宣⾔をすること
で、そして実践の⽅は、かなりきつめの審査があるので、それを通ることであなたの企業は
そうであるというふうに認められる。今回の証明書も同じような考え⽅だと思いますけど
も、認められて B-Corp の仲間⼊りができるっていうところが、⼤きなインセンティブにな
っていることは間違いないです。 

今、⼯藤さんがおっしゃってくださったように、どういうインセンティブとかっていうと、
認証でものが売れるとか、銀⾏からお⾦が借りやすくなるとか、そういうことではなくて、
宣⾔をしてサステナビリティやインパクト中⼼で会社の経営をしているということを認め
られる。その世界のコミュニティがありますので、その仲間に⼊れる。⽇本ではまだまだ知
名度がそれほどではないかもしれませんが、海外で B-Corp ですって⾔うとすごく仲間扱い
してくれたり、同志だっていうふうに思ってくれたり、そういったコミュニティ感は⾮常に
⼤きくて、しかも最新の知⾒とか考えをそこから取り⼊れることができる。例えば英語でリ
ジェネラティブなエコノミーという⾔い⽅をしますけれど、そういう新しい動きを編み出し
て流通させているのが、例えば B-Corp コミュニティであったりするので、そうすると、世
界の最先端ではこういうことを今話してますよみたいなことを業界に限らず⾔える。それ
が企業としての宣伝にも使える。そうすると、サステナビリティコンシャスな消費者、投資
家、その他いろいろな⼈々が注⽬して応援団になるみたいな、そういう構図なのではないか
なと思います。 
 
○⼯藤委員 
 ありがとうございます。それでは次、増岡さんにちょっとお話をお伺いしたいのですけど、
さっき今⽥さんから企業価値向上につながるっていうロジックはちょっともうこれは難し
いのではないかという提起がありましたので、そんなことはないという意⾒をぜひ反論い
ただけたらなと思います。 
 
○増岡委員 
 はい、ありがとうございます。いや、ここの証明というのは難しい点、私もそうかなと思
っておりまして、昨年度の検討会の可視化ガイダンスの中にも⼊れていただきましたけれど
も、企業の統合報告書等で公表されている価値創造ストーリーがあるかと思いますけれど
も、あれもある種、経営資本たる財務資本、⾃然資本等をインプットとして、アクティビテ
ィ、事業活動を通じてアウトプット・インパクトにつなげていく、そのうちに事業価値の創
出は企業価値の向上を含むという中で、ストーリーとしては⾔えることはあるかなとは思
うのですけども、じゃあこのアクティビティがポジティブインパクトを⽣んで、かつ、それ
がその企業価値、バリュエーションや、株価の上昇につながっている、ここまで⾔うのは、



やっぱり⾮常に難しい世界というか、インパクトの世界もそうかと思いますが、いわゆるそ
のサステナブル・ファイナンス、ESG 投資の世界でも、ここはまだ多分答えができないと
いうか、いろんな意⾒がある話かなと思っています。 

ですので、そこより少し⼀歩下がって、多分このメリット、経済的なインセンティブとそ
の⾮経済的なインセンティブがあるかと思うのですけれども、その経済的インセンティブ
の観点で、その資⾦調達・ファイナンスと書いていただいています。資料の中でも、例えば
ESG 評価・ESG 格付などでも評価されるようになると良いのではないかとか、記載がござ
いましたけれども、そのような機関に評価をいただくには、おそらくインパクトを創出して
いるだけでは多分評価が上がらなくて、その企業の事業におけるそのリスクや機会にどう
つながっていくか、ここを多分明らかにしていくことで事業の中での位置付けがはっきりし
て、価値創造プロセスや、企業価値への波及経路というか、トランスミッションチャネルみ
たいなものも理解が進んでいくことで評価の向上につながっていくのかなというふうに思
っております。そのインパクト可視化ガイダンス⽂書の中でも記載しておりますけども、依
存とインパクトという関係。農⼭漁村の⾃然に依存しているからこそ、その事業価値が出て
くるわけでありますし、その関係があるからこそインパクトがあるということですけれど
も、その依存とインパクトの関係がどうその企業のリスクと機会に転換されるか、ここのブ
リッジ的なところが⾮常に⼤事かなと思っております。そこを御説明できれば、この証明書
の使い⽅の１つとして、今、企業さんが対応している SSBJ や TNFD の開⽰、こういったと
ころにも活⽤していけるものになる可能性はあるかなというふうに思っておりますので、そ
ういった観点でも経済的なインセンティブが証明書にはあるかなというふうには思ってお
ります。 

⾮経済的なインセンティブとして、コミュニティがつながる点、ここも⾮常に⼤きいかな
というふうには思っております。特にこの農⼭漁村の取組は誰か特定のプレイヤーが頑張っ
たからといって、インパクトが出てくるというものではないかと思いますので、いろんな⼈
がつながって、前回の検討会の中でも、ランドスケープアプローチという形で⾔わせていた
だきましたけれども、その集団・グループの協同・共存を通じてインパクトを出していくと
いう取組であると思っています。制度設計の観点では、そういう連携を通じたインパクトの
創出をこの証明書の中でどういうふうに証明するのかは１つ考えるべき要素かなと思って
おります。座組全体で取りに⾏く証明書にするのか、その⼀部に参画していれば、個々の企
業が取れるものにするのか、あるいはその案件単位で、関係者で取りに⾏くようにするのか、
この辺もちょっと整理を要する要素かと思いますので申し上げておきたいと思います。⼀旦
以上です。 
 
○⼯藤委員 
 ありがとうございます。なんかこう連携を促すようなところっていうのが後半の評価基準
とかでもちょっと議論できると良さそうですね。だからこれをやると ESG レーティングが



上がりますみたいなことがインセンティブとして⾔えるのか、みたいなことが論点としてあ
るのかなと思います。このあたり、原⼝さん、もしよろしければ、同じ観点でコメントあり
ますでしょうか。それ以外のところも触れていただいて⼤丈夫です。 
 
○原⼝委員  

はい。皆様、初めまして MS&AD の原⼝と申します。よろしくお願いいたします。 
初めて参加しますので、今までの議論の経緯も踏まえてないところはあるかと思います

が、今、増岡さんが⾔われたような論点を踏まえて⾔いますと、TNFD の⽅でも依存とイン
パクトという概念をまず⼊れて、例えばこの農⼭漁村にその事業者がどのような依存やイ
ンパクトがあるかということを把握して、理解するということがあります。 

例として、参考資料として⼊れていただいた環境省の⾃然共⽣サイトへの⽀援証明書制度
の設計の時にも、環境省は証明書を発⾏したら TNFD 開⽰の材料になるのではと⽐較的安
易に考えていて、そうなれば、お⾦が⾃然共⽣サイトに集まるのではないかという思惑でし
た。それは TNFD のフレームワークで⾔うと、⾃社のネガティブインパクトを解消せずに、
ここではポジティブな貢献をしたので、当社は⾃然共⽣していますといった開⽰をすると
いうことになり、それはもうグリーンウォッシュなので、⽇本政府がグリーンウォッシュを
促進するような制度を作ってはいけませんということを申し上げ、そこをかなり配慮して、
この⽀援証明書の制度を設計しています。 

⽀援証明書が証明している範囲はインプットです。どういう活動をしますかというところ
しか証明をしていません。どれぐらいのお⾦を出しますか、どれぐらい社員が参加しますか
といった部分です。なぜならば、活動の結果出てくるアウトプット・アウトカムのところは
結局やってみないと分からないということもありますし、その対象とする⾃然共⽣サイト、
今回の場合、農⼭漁村になっているわけですが、そこで出てくるそのポジティブインパクト
みたいなものについて、その企業がどれぐらい貢献しているかを按分することはすごく難し
いのです。いろんな⽀援者を集めていくっていうランドスケープ的にやっていった時になか
なかその按分が難しいので、そのパフォーマンス部分を証明するっていうことはやめたほう
がいいということで、あくまで⼊り⼝のインプットだけが証明範囲になりました。活動後の
証明書ではないですし、環境省は活動前に証明書を出すという形なので、インプットしか証
明してないっていうこととなり、そういう意味で⾔うと、インパクトファイナンスというか、
サステナビリティリンクローンみたいなものよりもっと⼿前のところしか環境省の⽀援証
明書は証明してないということです。 

私が懸念するのは、現状⽇本のサステナビリティリンクローンのレベルっていうのは、
「容易に達成可能な KPI を設定すれば、それ以外にネガティブインパクトがあるかどうか
なども、事前にアセスメントしないでも、格付け会社が、これでサステナビリティリンクロ
ーンとして妥当ですよ」といった話になっていることだと思います。ですので、そういう問
題を考慮しながら、グリーンウォッシュを助⻑しないものにしなければならないと思います。 



 
○⼯藤委員 
 ありがとうございます。なかなか資本市場リターンのところは難しそうだなっていう感じ
が深まっています。原⼝さん、もし何か他のところ、例えばブランド ・事業 ・⼈的リターン
みたいなところで⾔うと、どういう可能性がありそうかみたいなところ、コメントがあれば
お願いします。 
 
○原⼝委員  

TNFD の視点で⾔うと、まずはその農⼭漁村に依存していますということが、ここの農
⼭漁村が健全に運営されないと⾃社事業のレジリエンスに影響するということでつながり
が⾒えるようになります。そこから原料調達している企業はまあ分かりやすいですけど、そ
れ以外にも、林野庁が去年出した森林に関する TNFD 情報開⽰の⼿引きで⽰しましたが、
原材料⽣産以外にも⽔源涵養とか洪⽔防⽌という⽣態系サービスを提供しているわけです
ね。それはその下流の企業、⾷品企業とか、我々保険会社もそうですけど、便益を受けてい
るわけです、⼭側が健全なことに。ただ、そこに対する対価を別に払ってないわけですね。 

もちろん公共的な⽀援でやっていたりするのもありですが、⼀部でも明⽰的に⾃分たちの
事業が受けている便益があるその上流の農⼭漁村に⽀援すると、これは TNFD のロジック
上も、⾃分たちのリスクを低減するための取組なので、ここは投資家からも評価され得ると
思います。⾃分たちのリスクになり得る、その出元のバリューチェーン上流の農⼭漁村を⽀
援することによって、⾃分たちの事業のレジリエンスを⾼めていくというロジックですね。
⽇本の場合、特に⼼配なのは中⼭間地域が今、⼈⼝減少で限界突破集落的になって、⽥んぼ
も放置されて、そこに⿅とかイノシシとか熊とか、もう⾃由に暴れまわっていますけど、そ
ういった状況で下流に⽣態系サービス、⽔とか、⼟砂災害とかどういう影響が出るかってい
うのはあんまり皆さん認識されていないことです。今後、ゲリラ豪⾬で⼟砂災害が下流の⼯
場とか、そういうところに影響する可能性があるので、それを考えるという証明書を持って
そこをつなげていく、皆さんで応援していく、下流の企業がみんなで応援していくっていう
のは、企業にとってもリスクマネジメントとして合理性が出てくる。弊社としても、そこに
予防策として投資をするっていうのは、リスクマネジメントになります。だからリスクマネ
ジメントとしてやるっていうことの⽅が投資家からすると評価しやすいのではないかとい
うことはあると思いますね。 
 
○⼯藤委員 
 ありがとうございます。このあたりはもしよろしければ、ワタミの百瀬さんに続いてお伺
いしたいのですけれども、やっぱりこの⼤企業が農⼭漁村にある意味直接 ・間接に依存して
いるというか、農⼭漁村の持続可能性というのは企業にとってのリスクであるっていうこと
も、そういう捉え⽅っていうの、すごく⼤事だよねっていう話だと思うのですけど、同じ観



点でインセンティブ全体についてコメントいただいてもよろしいでしょうか。 
 
○百瀬委員 
 はい。２つあります。１つはワタミが事業として⾏っている各地にある 500ha の有機農業
耕作地については、そこに勤務する社員と地域社会とのつながりや、農畜産物⽣産地として
調達先になっているということです。更に農畜産物は地元で加⼯して、アイスクリームやジ
ュースとして店舗で販売しています。また、全国に 600ha の⼈⼯林の森林保全活動も企業と
して地元と協働しており、全国各地に勤務する社員が交代でその活動に参加しています。都
会に暮らす副店⻑の店⻑ですとか、従業員がそれぞれ⾏ってそこで働いたり、体験したりと
いう関係⼈⼝になっているのですね。それが１つです。 

それからもう１つは、都会で⼼⾝ともに疲れている企業で働く社員たちが、農⼭漁村で過
ごすことで、ウェルビーイングにつながるということを期待しています。企業がこれからは
都会だけが社員の勤務地ではなく、農⼭漁村で農業、林業、それから漁業と関係性を持ちな
がら働けるようにすること。企業はそこで作られた⽣産物を販売したり、加⼯したり、消費
者に提供したりすることによって、消費者も関係⼈⼝に巻き込むことができます。農⼭漁村
に元々暮らしている⼈、都会で働く⼈、その⼈と⼈との交流が農⼭漁村の活性化を促すので
はないでしょうか。 

インパクトとしては、⽣活者として⼈と⼈がどうつながっていくのかと、それが関係⼈⼝
としてある程度農⼭漁村の労働⼒として頼りになる、それから経済的に発展する、というこ
とにつながるのではないかと思います。以上です。 
 
○⼯藤委員 
 農⽔省さんが出した証明書をもしワタミさんがもらえるとすると、さらに消費者の⽅と
か、職員の⽅にとって良いメッセージに、インセンティブになりそうですか。 
 
○百瀬委員 
 そうですね、なると思います。さっき原⼝さんがおっしゃったような TNFD も、その証
明を取ろうとしているのではなくて、それを⾏っている企業であるということで働く⼈たち
の企業に対する誇り、企業価値向上というインセンティブと、それからそれを⽀援する消費
者へのアピールがモチベーションになると思います。 

また、「私がよく⾏く飲⾷店には、間伐材を使った内装があって、それは従業員が森林保
全活動している森からの間伐材を、社員たちが持ってきて作ったらしい」というようなこと
を消費者が知って、より企業を好きになってもらえるといった、森林と企業とその顧客との
関係性が⽣まれることが、企業にとってインセンティブになるのではないかと思います。 
 
 



○⼯藤委員 
 ありがとうございます。⼤塚さん、同じように事業会社⽬線で⾔うと、どのあたりがイン
センティブになりましょうか。いかがでしょう。 
 
○⼤塚委員 
 はい。いろんなリターンの種類ありますけど、資本市場リターンのところはやっぱり議論
されているという、なかなか直接 ・短期的にというのはハードル⾼い部分はあるなとは思い
ます。私はいつもどちらかというと即効性があるところということを考えておるのですけど、
そういう意味で⾔うと、⼀番早いのがブランド ・⼈材リターン、それの次が事業リターンで
事業リターンの結果が出たら資本市場リターン、要するに資本コストが多分下がるみたい
な話だと思うのですよね。 

なので、先ほどお話を伺っていて、B-Corp のそのコミュニティ化みたいなものや、あと
今、企業として関係⼈⼝みたいな話がありましたけれども、例えばその当然、その認証とい
うのも、企業に対して⾏われるものなのだけれども、例えば今回そのお⾦が取組だけじゃな
くて、実際⾏くっていうようなことをインセンティブにつなげていくのであれば、例えばそ
の⾏った個⼈に対しても何かそのインセンティブを付けるだとか、みたいなところもある
程度考えられるのかなというふうに、聞いていて、思った次第です。 
 
○⼯藤委員 
 はい、ありがとうございます。それでは JCR の川越さん、投資家リターンのところにも戻
るかなと思いますが、いろいろ認証をやられている中でどういったところがインセンティ
ブになりそうかっていうところ、ぜひコメントお願いします。 
 
○川越委員 
 はい、ありがとうございます。皆様の御意⾒と重なる部分っていうのもあるのですけれど
も、⼀般的に企業のインセンティブとなり得るものはやはり３つで、企業価値の向上と、イ
ンパクト創出という社会貢献アピールというところと、社会的地位の向上というところの
３つがあるとは思うのですけれども、やはり先ほどのとおり、企業価値向上っていうのは、
なかなか証明書を出した段階では、なかなかこれは当然出ることが難しいという中ですと、
インパクトを創出する社会貢献と社会的地位の向上というところは⽐較的、このブランド・
⼈材リターンというところとか、⼈的リターンとかつながるかもしれないのですけども、早
めにそこについては企業としてインセンティブになるのかなっていう印象を持っています。 

その中で当然それが対外というところと、従業員向けの対内というところがあると思う
のですけれども、そうしたところのインセンティブっていうところはあるというふうに思っ
ています。その中で当然こういった農⼭漁村向けのこういった取組として⾏っている企業様
っていうのは、すでに⾏っている企業であれば、⾃然的にやられる可能性があるのですけれ



ども、今回のこの証明書の意味合いとしては、やはりこれまで取り組んでなかった、こうい
った企業様が取り組むというところですとか、それがやはり中⼩企業さんっていうところで
すとなかなか⾃分たちだけではできなかったり、今まで機会がなかったりというところが
この証明書があったりですとか、先ほどの連携というところがこれによって促されることが
できる、つなげること、つなげてもらえるといったところがあると、その取組を⾏う裾野っ
ていうのが広がるという可能性もあるのかなと思っています。すでにもう⾏っているようで
あれば、当然この証明書があることで、より推進しやすくなるっていうところをアピールす
ることができれば、よりインセンティブのところでは強く出てくるのかなというふうに思
っています。 

その中で、やはり次の評価基準とかにもかかってしまうと思うのですけれども、企業とし
てはとか⾦融機関もあるかもしれないのですけれども、こういった証明書ですと、信頼性と
その分かりやすさと納得感っていう３つが、やはりあることが重要なのかなっていうふうに
は思っていまして、信頼感っていうのは当然、今回のこういった議論を踏まえて、農⽔省様
のある意味証明書として出されるものということで、そこは今回のこういったところを深
めていくことで、まずはクリアできるというふうに思うのですけれども、やはり分かりやす
くというところもやはり重要かなと思っています。当然、先ほどのネガティブな部分の確認
ですとか、当然守らなければいけないというところはあると思うのですけれども、そこが複
雑になってしまうと、それを取り組もうとする企業であったりですとか、これについてお⾦
に絡むところでの⾦融機関であったりというところですね、そういったところについても、
やはりちょっとなかなかハードルが⾼まってしまうのかなっていうのもあると思って、そう
したところの整理というのも⼤事かなと思います。 

納得感はちょっとつながるところですけれども、やはり先のロジックモデルのところを
どういった形でやるのかとか、それと、あと先ほどの取組証明書の場合なんかはそこまでな
い形ですかね、アクティビティで判断されるというところだと思うのですけれども、そうし
たところでこれであれば当然会社として証明書を取ることでインセンティブにつながるみ
たいなところで、納得感があるということが推進される部分では必要になってくるのかなと
いうふうに思いますので、そうしたところの部分っていうのがやはり共通認識としてできる
というふうにつなげていくことが重要なのかなというふうに感じています。 

資本市場のところについてなんですけれども、やはりなかなかそこはすぐに出てくるの
は、私もちょっと難しいかなっていうところです。グリーニアムなんかもあったりしますけ
ども、やはりそこでのその経済的な⾯というところで⾔うとなかなか納得させる材料とい
うのがまだなかなか出てないというふうに感じますので、そこはちょっと中⻑期的な⾒⽅
かなというふうに感じています。 

格付け会社もこの課題ですけれども、なかなかその信⽤格付けの⽅にこうした取組が織
り込みにくいというのは、やはりこのそういったサステナビリティの取組がキャッシュフ
ローのところに跳ね返ってこないとなかなか格付け上織り込みにくいというのが考え⽅に



もなっていますし、そういったところをなかなか直接、今ダイレクトでつなげるのは難しい
ので、ここに書いていますけど、ESG スコアとか⾦融機関さんとかがこれを保持された証
明書を取った先について、⾏内格付けのような形のところでプラスするっていうことは⽐較
的近いのかもしれないのですけれども、対外的なところでこれを評価されるっていうところ
については、もうちょっと議論が必要なのかなというふうに感じています。以上です。 
 
○⼯藤委員 
 なるほど、⼀般的な ESG レーティングとかってことではなくて、各⾏とか、⾦融機関さ
んの内部で独⾃に参照されるみたいなことはあり得るんじゃないかっていうことですね。な
るほど理解しました。ありがとうございます。お待たせしました。宮下さんお願いします。 
 
○宮下委員  

はい、ありがとうございます。私からは資本市場リターンについてお話しできればと思い
ますが、21 ページですね。委員の皆様からすでに御指摘がありましたように、経済的な条
件の向上に直接につなげていく点は、現時点では難しいかもしれないというのは私も同じ
感覚です。あえて⾔えば、この 4 の②に記載のある経営姿勢の可視化については、証明書の
取得を情報開⽰の中で活⽤していく道はあるのではないかと思います。 

もちろん証明書を取得しましたという旨のみを開⽰しても、投資家への訴求⼒はそれほど
ないのかなと思うのですけれども、この後の評価基準の議論にもつながると思うのですが、
何の証明書を得るために、どのような体制を敷いて、どのようなプロセスを作って、企業と
してポジティブインパクト創出に向けてどのように取り組んでいくのかといった点を、証明
書取得の過程で、企業として整理することになるはずですので、そうした取組状況や戦略の
策定などを企業の情報開⽰の中に取り⼊れていくことがやりやすくなるメリットはあるの
ではないかと思います。 
 
○⼯藤委員 
 ありがとうございます。なんか統合報告書のコラム的なところに載るようなイメージって
いう感じですかね。 
 
○宮下委員 
 はい、それもあると思います。そのほか、⼀部の⼤企業を対象に強制適⽤の⽅向で検討が
進んでいる SSBJ のサステナビリティ開⽰基準の中で、どのようにこの証明書を活⽤できる
かというあたりも、セットでこの証明書の意義を伝えていければ、企業側としてもメリット
が⾒えやすくなるのかなと思います。 
 
 



○⼯藤委員 
 なるほど、ありがとうございます。ちょっと前半、すいません、時間が延びてしまいまし
たけれど、インセンティブに関しては２つあるかなと思っていまして、皆さんのお話をお伺
いしていて、１つ少し考えてもいいかもなと思ったのは、先ほど多分、川越さんがメンショ
ンしていただいたかなと思うのですけど、今回これをとっていただく、どんな⽅でも応募し
てくださいではあると思うのですけれども、農⽔省さんとして、特にどういう⼈たちに改め
てここで使ってほしいか、農⼭漁村に参画してほしいかみたいなところのコアターゲットの
イメージみたいな、もうやっている⼈なのか、新しくやってほしいよねっていう新規参⼊を
促すなのか、⼤企業なのか、中⼩企業なのか、地⽅なのかみたいなところはもちろん１つで
はないとは思うのですけれども、特にこういう⼈たちに証明書があった⽅が⼊りやすいだ
ろうというある種の、こういう⼈であるからこそ、証明書が必要ではなかろうかという仮説
みたいなターゲットみたいなところは、もうちょっと議論してもいいのかなっていうのは１
つ思いました。 

もう１つはやっぱりなんか具体的なユースケースというか、今⽇インセンティブのハイ
レベルの話はいろいろ出てきたと思うのですけれども、それをまさに統合報告書に載せる
のかとか、消費者だとすると、どういう場⾯でどういうふうに使われると良さそうであるか
とか、最後ワンマイルのマーケティングとしては、どういうふうにこの証明書が⽣きるのか
っていうなんかユースケースみたいなところまで具体的にイメージできると、なんとなく証
明書をもらえることが、誇りにはなるよねって感覚はあると思うのですけど、誰がどういう
ふうに認知してどう具体的なメリットにつながるのかみたいなところはもう少し掘っても
いいのかなっていうふうには思いました。 

ここからもう２番に直接⾏ってもよろしいでしょうか。 
 
○事務局 種⽥ 
 直接⾏っていただいて⼤丈夫です。はい、ありがとうございます。 
 
○⼯藤委員 
 はい、ありがとうございます。ちょっと押していますけれども、この２番の議論は 5 時半
までに終わらなきゃいけないのでしょうか。 
 
○事務局 種⽥ 
 少し伸びても⼤丈夫です。 
 
○⼯藤委員 
 はい、分かりました。5 時半を⽬指してということですが、5 時 40 分ぐらいまで⾏ける
とありがたいかなと思います。もう評価基準のところにも踏み込んでいただいた⽅も結構い



らっしゃったかなと思うのですけれども、多分今⽇クリアしなきゃいけない具体的な論点
という意味では 23 ページでしたっけ。このあたりですよね。 

まず、取組証明書とインパクト証明書というものがあります。ということで、先ほど事務
局から説明があったとおりで、取組を証明するのともう少し踏み込んで、24 ページの⽅が
分かりやすいですか、インパクトをやっています証明とある程度インパクトが出ています証
明っていうこの範囲だと思うのですけれども、これを具体的に今後、評価していく時にどこ
をどういうふうに評価すると良さそうかっていうところを議論していければいいかなとい
うふうに思います。 

挙⼿いただいている農⽔省朝⽇さん、お願いします。 
 
○朝⽇農村活性化推進室⻑ 
 すいません。ちょっと簡潔に今、⼯藤さんからお話をいただいたので、農⽔省としてどう
いう⽅向を⽬指しているかということだけ簡潔にお話をすると、⼀個に絞ることは難しい
のですけれども、基本的には、最終的に今まで関わってなかった企業さんが⼊ってきていた
だきたいということなのですけれども、それをやるにあたっては、まずそういう取り組んで
きた企業さんに対してもある程度その評価をしていくということが有⽤なんじゃないかと
いう仮説に⽴ってお話をしているということでありまして、またその⼤企業と中⼩企業、そ
れも両⽅⼊ってきてほしいですけれども、我々として今取り組んでいるのは、⼤企業の⽅々
に⼊っていただくということが最終的にはベンチマークになると思っているので、そういう
意味では⼤企業の⽅々に訴求するようなものを作りたいというのが１つの策なのかなと思
っております。 

その上で今、企業価値の向上はなかなか難しいというか、特に資本市場リターンっていう
のはなかなか難しいだろうと、それはもともと我々も承知した認識のもとで少し攻めてい
る部分がございますけれども、今、⼯藤さんからも⾔及いただきましたが、そういったもの
の中で、じゃあその取組をしていることの証明をすることと、それからインパクトにつなが
っているということの証明をするということで、今⼆段階に分けて考えているわけですが、
特に後者の⽅はその資本市場リターンっていうことに主につなげるのかなという、また、そ
うでなければ、例えば今、宮下さんからもおっしゃっていただいたような、その統合報告書
を SSBJ、IR プロセスみたいなところでは使えるのではないかとか、あるいはその IR プロ
セスとかですね、その最後のひと押しになるのではないか、それそのものが直接的なその企
業価値の向上につながらなくても、それぞれの⼿続きの中で最後のひと押しになるのでは
ないかという、そういう御意⾒もあったので、そういった中でまずこのアウトプット・イン
パクトまで⾒るという証明書を作った場合に、それがどこに活きるのか、何のために活きる
のか、価値の向上や資本市場リターンそのものにつながらないのであれば、じゃあ何に有⽤
かということを少し後半の議論の中で皆様に伺っていきたいなと思っておりますので、ちょ
っとそういった観点を共有させていただきました。ありがとうございます。よろしくお願い



します。 
 
○⼯藤委員 
 はい、ありがとうございます。企業価値向上まで⾏くのはちょっと難しいにしても、投資
家リターンっていう意味では、もう少しその⼿前がありそうだっていうことですね。⼤塚さ
ん、まさにこの辺、資本市場でインパクト情報開⽰やってみたっていうところも踏まえてい
かがですか。 
 
○⼤塚委員 
 はい、やっぱりその本質的にはインパクトを出したことが直接的に資本市場で評価され
るっていうことはなかなか難しくて、インパクトを出したことで事業としてプラスの影響が
ある、だから企業価値が上がるって、やっぱりそこのステップは必要なんじゃないかなとは
思います。ただ、そこが結構やっぱりすぐなかなかできないっていうところだと思うのです
よね。インパクトを出しました、じゃあそれって、ロジックとしては事業にもプラスの影響
があるはずなのだけれども、今年プラスが出ますとか、この四半期プラスが出ますみたいな
話にやっぱなかなかならず、そうすると、少しやっぱり⻑期の⽬線でそこは取り組んでいく
必要はあるのではないかという印象は持っています。 

あとは 23 ページの話ですよね。先ほど環境省さんの⽅でインプットのところで測ってい
るっていうところであったと思うのですけども、IMM のプロセスを回す、そしてそのイン
パクトのところまで測っていくっていうその⽅向性としては⾮常に良いと思います。ただ、
インパクトというところを測っていくところっていうのは、その評価にかかる経費っていう
ものもかなりコストとしてかかっていくので、じゃあ、それに対してそれが逆に⾔うと、そ
れこそ先⾏投資の⽅がかなり⼤きくなるみたいなことも規模が⼤きければ充分あり得る話
だなと思っていまして、⽅向性としては良いと思うのですけれども、結構時間はかかって慎
重にやっていく必要があるなというふうには思った次第です。 
 
○⼯藤委員 
 なるほど。あまり厳密にやって⼤きな負担になると、逆に参⼊する⼈が減っちゃうってい
うことですよね。なるほど。今⽥さんどうですか。 
 
○今⽥委員 
 時間も押しているということなので、簡潔に２点⼤事かなと思う点を申し上げます。まず
評価基準に関しては 24 ページのところに IMM プロセスを評価というのがあるのですけれ
ど、数年前からできている SDG インパクト基準というのがありますが、そこではその四要
素という⾔い⽅をします。戦略、マネジメントアプローチ、開⽰、ガバナンスです。マネジ
メントアプローチは要するに IMM のことで、それとは別に戦略をちゃんと作っているかと



か、開⽰をどういうふうにやっているのか、そして IMM プロセスをしっかり保証する組織
としてのガバナンスができているのか。こういったところを⾒ましょうというものです。多
分複数の⽅がおっしゃっていますが、なかなかパフォーマンス評価はできないというところ
は確認が必要かなと思います。２種類のうちよりハードルが⾼いインパクト証明書について
ですが、先ほどの原⼝さんのお話が⼤変説得⼒あるもので、やはり貢献の按分はできない。
評価学においてはアトリビューション問題と⾔って変化を何に帰属させるのかについて、イ
ンパクト ・エバリュエーションの世界で⻑く⽅法を進化させてきています。多分それをここ
で要求するわけではないということであれば、これをやったからこれができたのですとい
うパフォーマンス評価をすることは直近の段階では⼀旦諦めた⽅が良いのではないかとい
う気がしています。 

そうすると残るのがプロセスとガバナンスだと思います。プロセスを評価しましょうとい
うのが IMM の部分です。戦略策定の部分もそこに⼊れても良いのかもしれませんが、戦略
は⼊り⼝のところで⼤事なところなのでそれは別個に⾒ましょうという考え⽅もあり得る
と思います。開⽰とガバナンスが残って、それを⼀括りにしてガバナンスの評価と⾔っても
良いのかもしれません。この資料にも 20 ページにガバナンスが出てきますが、これはこの
制度のガバナンスのことを⾔っていると思うので、そうではなくて、組織のガバナンスをし
っかり⾒るということは、B-Corp に限らず、いろいろな認証基準の中で組織単位で評価す
るものに関してはそれを⼊れているので、⼤事な点かなというふうに思っています。23 ペ
ージの議論に⾏く前に、基本的な要件の整理はした⽅が良いというふうに思っています。 

もう１つだけ申し上げたいのは、先ほど増岡さんがおっしゃった、ランドスケープアプロ
ーチなり、連携を評価するという⾮常に⼤事なところです。IMM という個社単位のものだ
けを評価するのではなく、そこで誰とどういうふうなエンゲージメント、相⼿は例えば取引
先であったり、消費者であったり、そういうことを評価対象の中に⼊れる必要があると思っ
ています。農⼭漁村であるからこそ、個社レベルで何をやっているっていうだけで終わりに
するのではなくて、それが同業他社とか、その消費者・取引先、その他企業にまつわるバリ
ューチェーンのステークホルダーと、どのように連携しているかというところを⾒ないと、
今流⾏りのまさにシステムレベルでの変化を起こすのはできないというふうに思っていま
す。その辺をうまくこの評価基準の中でも取り⼊れるということは必要なのではないかと思
っています。 
 
○⼯藤委員 
 ありがとうございます。最後の点で増岡さんに御指名があります。増岡さん、お願いしま
す。 
 
○増岡委員 
 今⽥さんが最初の⽅でおっしゃっていたガバナンスのところ、私も全く同じで⾮常に重要



な論点だと思っておりまして、このインパクトの議論をするときに、重要な要素として、イ
ンテンショナリティとか、追加性というのは⾮常に重要だと思っています。その説明は結構
難しいですが、やはりこのアクティビティをやったからこそ、このインパクトにつながって
いくというところが⼤事。今までやっていたので、これって後から⾒たらインパクトにつな
がるよねっていうような後付けで整理をして、ロジックモデルを作ってみて、それで証明書
をもらいに⾏く、これだと本末転倒かと思います。それこそウォッシュにもつながってしま
うということかと思っていますので、全体としてその証明対象の企業のインパクトに関わる
取組のガバナンスをどう評価していくか、ここは証明書の要件の中でも⾮常に重要なところ
かなというふうに思っております。 

あとそのアトリビューション、貢献度のところの考え⽅を⾔えるのか⾔えないかというの
も、⾮常に重要だと思うのですけれども、ちょっと切り⼝を変えると、最初に⼯藤さんもち
ょっと⾔及されていましたが、⽬的のところで、この取組証明書とインパクト証明書の関係
性をどう整理するかというのも、１つの論点かなと思っていて、基本的に取組証明書から⼊
ってくれた⼈は、その後、インパクト証明書を取ってもらうことを想定するような制度にす
るのか、それぞれ別のものにするのか。ここはちょっと１つ整理が必要かなと思っておりま
して、⼯藤さんが⾔及されていた 「くるみん」とか 「プラチナくるみん」とか取組の⾼度化
を進めていくことでレベルが⾼いことを証明できるような証明書の位置付けにしていくの
か。そういう⽬的・位置付けの整理というのも１つあるかなというふうに思っております。 

あと、⾦融機関も、この証明書を取得する対象にもなり得ると思っている中で、そうする
と、その⾦融機関による主たる貢献の仕⽅というのは、資⾦拠出による間接貢献ということ
になりますけれども、その場合のその資⾦拠出について、資⾦使途アクティビティを特定し
ているようなファイナンスを想定するのか、あるいは単純なコーポレートファイナンス、企
業⾃体への融資も含めて取得できるような形にするのか、じゃあその場合に誰のロジック
モデルを評価対象にするのか、この辺って結構悩ましい話かなと思っております。⾦融機関
側が作るのか、あるいはファイナンスされた企業が作るロジックモデルなのか、あるいは資
⾦使途特定であれば案件なのか。 

原⼝さんもおっしゃっていましたけども、サステナビリティリンクローンやポジティブイ
ンパクトファイナンスなど、野⼼性の違いや、企業としての⽬標かどうかというのはあると
思いますけど、⼀旦インパクト⽬標のようなものを置くファイナンスツールでファイナンス
した案件は、それそのものがこのインパクト証明書の要件を満たしていると⾔えてしまうの
かどうなのか、その辺の整理は必要かと考えております。 

最後に、これは取組の成果の証明ということでもあるかと思いますので、その証明書を取
った企業を評価する⼈の⽴場に⽴ってみると、その情報の⽐較可能性や⼀貫性というのも⾮
常に重要かと思っております。このインパクト証明書の中で、どこまでそのインパクトを定
性、定量的に評価するのか。場合によってはそのアウトカムに記載の成果も企業さんによっ
てはインパクトのように出てくることが多いかと思います。現実的には、特に短期的にはア



ウトカムレベルで指標を置いた⽅が、より実現可能性がある、フィージブルな⽬標になって
いくかなと思います。それぞれ置かれる指標や⽔準の⽐較可能性をどうするのか、取得証明
書をたくさん取っている企業が並んだ時にどちらがよい取組をしているのかなど、仮に投資
家の場合ですと、どちらの企業がインパクトの創出量が多いのか、それが企業価値にどうつ
ながっているのか、そういう観点でどう⽐較可能性を作っていくかというのは１つ視点とし
て持っておきたいなというふうに思いました。⼀旦以上です。 
 
○⼯藤委員 
 ありがとうございます。⽐較可能性のところはおっしゃるとおりかなと思います。このあ
たりはあとそうですよね、⾦融機関が証明書を受け取る対象にもなり得るっていうことなの
だなと改めて思いましたけれども、原⼝さんいかがでしょうか。 
 
○原⼝委員  

ありがとうございます。そもそもの話になるかもしれないですが、TNFD もその⽅法論は
SSBJ の中にも多分組み込まれていく予定なのですが、TNFD などに取り組む企業が、この
制度を使った時にどう開⽰に使えるかっていうことを考えると、その⽀援に対するそのアウ
トプット・アウトカムがインパクトデータとして、その開⽰指標の数値として載せられると
良いのです。 

⽀援は⼀⽣産者に対してじゃなくて、集落みたいなところを⽀援するイメージをしていま
すが、農⽔省が、例えばみどりの⾷料システムの⽅で、みどり認定というその環境保全型農
業に取り組むような集落を認定するような制度があると思うのですが、例えばシナリオと
してそこがちゃんと営農を続けて６次産業化とかも進めていくっていうことと、ベースライ
ンは何にするかですが、そこに⽀援がなくてどんどん衰退していくっていうのをベースライ
ンとすると、相当なポジティブインパクトがあるかもしれない。 

その時に⽀援する事業者によって受け取りたい便益が違って、百瀬さんのところであれば、
そこで有機の農産物がずっと安定して供給してもらえる。我々保険会社であれば、そこがし
っかり営農して中⼭間地が維持されることで、⽔害リスクが低減されるとか、あと観光会社
であれば、そこが６次産業化で⼈が集まって、観光ツアーが成⽴するとか。集落としては同
じオペレーションしているのですけど、企業側がもらいたいインパクトが違うのではない
か。それを、⾊々な⼿法を使って割と簡便にインパクト量が出してもらえるのであれば、事
業者はインパクト証明まで欲しいと思います。我々はこの集落でこうやって活動にコミット
して、みんなでランドスケープでやっているこのイニシアチブ （ランドスケープイニシアチ
ブ）に参画しているという証明で、それによって我々はこれだけのリスク低減をできました
というようなことが開⽰できると、SSBJ の中でも使えるそのメカニズムになるのではない
かと思います。 
 



○⼯藤委員 
 今おっしゃった意味は、評価としてはランドスケープ単位、集落単位みたいな。 
 
○原⼝委員  

はい、集落単位で全部毎年、毎年データを出す。GIS などいろんな⽅法論で、なるだけ安
くやる。農⽔省さんが毎年整備すればできると思いますし、あとポイントはですね、TNFD
ではプライオリティロケーションという考えがあるのですけど、全国各地でみんなバラバラ
に⽀援するのではなくて、やっぱりそのみどりの認定を出している集落を優先的に関係す
る企業が⽀援してくださいみたいな設定にしないと、どこでも⽀援証明書を出すことに意味
があるのかなと思います。農⽔省の課題意識としては、要は⽇本の農業のレジリエンスを⾼
めるために、集中的に今までなかった、その企業などのそのリソースをつなげていきたいと
いう考えではないのでしょうか。個別の⽣産者を⽀援するのは、それはふるさと納税でもや
っているでしょうし、だからやはり集落単位で。そうするとそこでインパクトっていうのは
ある程度⾯的に広がりがあるので、⽐較的簡易な⽅法でも、測りやすいのではないでしょう
か。 

もう１つですね、地銀さんだと多分そういう⽀援をする企業に対して、コーポレートロー
ンの中で⾦利優遇は⽐較的簡単にできると思います。そういうインセンティブはあると思い
ます。プロジェクトベースじゃなくて、コーポレートローンとして割引もできるということ
ですね。今後の⾦利が上がっていく局⾯では、それは割とインセンティブになり得る可能性
はあると思います。 
 
○⼯藤委員 
 なるほど、朝⽇さんどうぞ。 
 
○朝⽇農村活性化推進室⻑ 
 すみません。簡潔に⾯で⾒るか、個社かっていうことであるとすると、それは今、官⺠共
創を我々は進めているものも、基本的には市町村単位、あるいは集落もあると思いますけど
も、そういったその市役所さんとかも含めて、その⾯で、そのソリューションとその農⼭漁
村の全体の課題とっていうのを結びつけるっていう⽅向でやっていかないといけないと思
っていて、そうやってその⾏政も巻き込んでやっているので、そういう意味では今おっしゃ
っていただいたようなその⾯での取組を、まずその優先的にやるってことは、すごく腑に落
ちるところであります。もちろん、その個社に対して何かコミットしたことによって、何か
⽣ずるってこと⾃体、当然排除はしませんけれども、まさにその⾯的にという意味では、そ
れは我々としても同じ⽅向を向いているということであります。 
 
 



○⼯藤委員 
 はい。⼼強いコメントありがとうございます。宮下さんいかがでしょうか。 
 
○宮下委員 
 先ほどの委員の⽅からも御発⾔がありましたけれども、やはり⼀度証明書を発⾏した後
に、どのような取組を企業が続けていくのか、それをどのように対外的に説明していくのか
という開⽰の継続性は重要な要素ではないかと思います。事務局資料にも記載がありました
が、更新を年に 1 回⾏うとすると、1 年の間にどのような取組を⾏ったのか等について、⼀
貫性ある開⽰を⾏う体制やプロセスになっているか、そういった観点を評価基準に⼊れてお
くことが重要と思います。インパクト創出はアウトカムも含めて中⻑期的に結果を出してい
こうとする活動だと思いますので、証明書を取得しましたという最初の時点で開⽰が終わ
ってしまって、その後いつしか最初のことは忘れてしまったということにならないように、
開⽰の継続性を最初の評価基準の中に⼊れておかなければならないのではないかと思いま
す。 
 
○⼯藤委員 
 はい、ありがとうございます。まさに開⽰の継続性っていうのはすごく⼤事な論点ですね。
百瀬さんいかがでしょうか。 
 
○百瀬委員 
 ありがとうございます。先ほどからいろいろな分野の⽅に、多⽅⾯からお話をお伺いして、
企業っていうのはどうした時にこういう証明を取ろうとするのかが知りたいと思いました。
インパクト証明を得ることによって、社内外的に訴求⼒が⾼くなることが重要なのではない
かということです。 

そうすると、消費者は企業がインパクト証明を取得したことを、統合報告書を⾒なかった
ら分からないのでは弱いのです。なので、環境ラベルのように企業の製品やサービスなどに
付ける、インパクト証明書を取得したことを証明するマークのようなものがあったら、それ
は誰にでも認識できてインパクトを評価されるのではないかと思いました。 

例としては、環境省では 2008 年の洞爺湖サミットの時に設⽴した、環境先進企業である
ことを環境⼤⾂が認定したエコ・ファースト企業認証があります。以来 17 年になりますが、
現在 100 社ぐらい認証企業があり、その認証は環境貢献への先進的取組がなされていると
いう証明になっています。それは⾦融機関向けとか投資家向けではなくて、⼀般市⺠や世の
中に評価されることで、企業価値が向上することを狙っているものです。そういう認証ラベ
ルのような形が良いのではないかと思います。それからこのインパクト証明は、何年間有効
なのでしょうか。エコ・ファースト認証は 5 年毎の更新です。ある程度結果が出るまでやり
続けること、もし想定した結果が出なかったとしても、ある⼀定期間は企業が継続すること



で、農⼭漁村に対して⾮常に良い影響を及ぼすのではないでしょうか。以上です。 
 
○⼯藤委員 
 はい、ありがとうございます。まさに最終的に誰にアピールするものかっていうところ、
とても⼤事な観点かなと思いました。川越さん、お待たせしました。お願いします。 
 
○川越委員 
 はい。簡潔にちょっと２点だけお話したいと思います。先ほど出た開⽰のところについて、
私も本当に重要だと思っていまして、その中でどのレベルまで求めるかというところで、要
はどこが開⽰をするのを求めるかというところで、当然企業であったり⾦融機関であった
り、もしかすると⾏政側、市町村というところだと思うのですけども、どこまでのところを
その開⽰をしてもらうようにするかというのと、あと何をっていうところで当然取得しまし
ただけではまったく意味がないものになるので、例えば取組証明書であれば、今後の展望っ
ていうのを出すと書かれていますけども、１年とかそれを例えばやった後に事後報告みた
いなものを求めるのかとか、あと先ほどアウトプット・アウトカムというところですかね、
インパクト証明書ですとそこまでということなので、そこの部分まで求めるのかというと
ころで、どこと何をっていうところまで開⽰のレベルを求めるのかっていうのは、ある程度
決めておかないと、なあなあになってしまうのかなっていう印象を持っているのが１つ⽬で
す。 

2 つ⽬が増岡様ですかね、⾦融機関がこの証明書とかを取られた場合のところで、資⾦使
途については、やはり不特定のものについてもこれを出すというのは結構ちょっと幅広く
なってしまうのかなという気がしていまして、やはり農⽔省様が出されるこういった取組、
インパクトの証明書というところになりますので、やはりそこにお⾦が回るところ、資⾦使
途といったイメージかあれなのですけども、ある程度そこにお⾦が回るということを担保
した形での内容で出さないとちょっと実際のところと、齟齬が⽣じてしまうような印象を
持っているので、そこはそういったところが線引きになるのかなっていう印象を持っていま
す。ということで以上になります。 
 
○⼯藤委員 
 はい、ありがとうございます。まさに開⽰の中⾝っていうところも多分かなり評価基準の
⼤事なポイントです。ありがとうございました。ちょっと時間オーバーしてしまってすいま
せん。多分、すごくいろんな重要なインプットがあったかなと思っていて、１つはそのやっ
ぱり継続性とかマネジメント⾼度化を促すような仕組み、単発で取って終わりっていうより
は、それがその組織にちゃんと根付いて、取組が継続するような、促すような、そういう評
価基準というところが⼤事だよねっていう話と、⼀社の個別のインパクトっていうよりは、
集落単位とか連携とか⾯で捉えるみたいなところがすごく重要なインプットだったかなと



いうふうに思います。⼀旦事務局の⽅にお戻しします。 
 
○事務局 種⽥ 

はい、ありがとうございました。貴重なお考えや御⽰唆ですね、たくさんいただきました。
ありがとうございます。 

それでは続きまして、取組証明書制度に関してということで、EY ストラテジー&コンサ
ルティング様から御説明をいただきたいと思います。少し時間押しておりますので簡単に御
紹介いただきたいと思います。 
 
○事務局 松本 

リディラバ様とともに事務局を務めております EY ストラテジー&コンサルティングの松
本と申します。本⽇は２つの制度、取組証明書とインパクト証明書のうち、取組証明書につ
いては少し詳細に考えているところがございますので、そちら御説明させていただければと
思います。 

まず、こちらのスライドについてなんですけれども、取組証明書の概要を整理させていた
だいたものでして、この背景とか、このあたりについては、今まで御説明があったとおりで
すし、ディスカッションしていただいた部分ですので、割愛をさせていただこうと思ってい
ます。特にこの申請と審査⽅法というところについて、簡単に触れたいかなと思っておりま
す。 

取組証明書を出してもらう際の申請書類っていうところについては、証明書の発⾏申請書、
取組の事実を証明する書類、関係機関・関係個⼈による取組証明書の３点を想定しておりま
す。証明書の発⾏申請書は、いわゆる様式と呼ばれるもので、取組の概要や、詳細やロジッ
クモデルなどを記載していただく想定でございます。2 つ⽬の取組の事実を証明する書類と
いうところで、先ほどお⾦の資⾦使途を出してもらったほうが良いのではないかみたいな話
もありましたけれども、こちら⾃由様式として出してもらうものになるのですけれども、例
えば対外的なレポートや、報告書、資⾦使途が分かるようなものを提出いただくようなイメ
ージでございます。 

関係機関・関係個⼈による取組証明というものは、これは実施主体、今回出したものは申
請者ではなくて、取組をやっていただいて、取組をやった地域の関係者の⽅にこういう取組
を実際にやってもらいましたというものを書いてもらうようなもので、こういった書類によ
って、やった事実などをしっかりと提出いただくというようなことを想定しております。 

審査観点についても、先ほど⾊々とコメントございましたけれども、現時点で考えており
ますのは、以下の 2 観点となっておりまして、取組が実際に実施されているのかどうかって
いうところと、その取組が農⼭漁村の課題解決及びインパクトにつながり得るかというと
ころで、2 点⽬のところが少しまだこれから詳細を詰めていく必要があるのかなというとこ
ろではございますが、今２つの観点で考えておりますところです。 



今後のスケジュールについてなんですけれども、こちらまだ想定のところにはなっており
ますが、10 ⽉の 1 ⽇から 11 ⽉の 28 ⽇の２ヶ⽉間を申請の受付として、そこの間で 1 回説
明会を挟みたいと思っております。その後 12 ⽉、1 ⽉、2 ⽉の審査をへて証明書を発⾏し、
最終的に 3 ⽉頃、何らかのイベントで発⾏された企業を公表して、この取組証明書の周知も
含めて、こういったイベントで広めていきたいというふうに考えております。 

こちらのページが取組証明書の掲載項⽬や、デザインっていうのを書かせていただいたも
のになっております。こちら申請書類から情報を引き出して事務局にて作成をする想定でご
ざいまして、基本情報、実施者情報、取組内容、今後の展望 ・その他の４項⽬に分かれてい
るのですけれども、こちらの上段の３つのみを取組証明書の本紙として、農林⽔産省様が証
明をする部分として、こちらの３つを考えております。⼀⽅で今後の展望・その他というと
ころについては、詳細な審査というか、確認はしないのですけれども、こちらは事業者様の
⾃由記載として、別紙として裏⾯とかに書かせていただくような想定をしております。 

最後に今回対象となるアクティビティについて御説明をしたいと思います。基本的に最初
に朝⽇様から⾔及があったとおり、前年度に作成をしました農⼭漁村インパクト可視化ガ
イダンスというものにおいて、農⼭漁村に関わるアクティビティがある程度、網羅的に整理
されていますので、こちらの分類に沿って分類にある 25 のアクティビティを対象としてい
るようなものになっております。 

審査に当たっては、個別の内容をしっかりと確認することが前提ではあるのですけれど
も、こちらの 25 のアクティビティに該当するものっていうものは前年度で整理したものに
なりますので、ある程度農⼭漁村の課題解決やインパクト創出につながる可能性が⾼いも
のと考えて、それを前提に置いて審査を進めていく想定でございます。⼀⽅でこの範囲に含
まれないアクティビティについても出てくる可能性もございますので、それは事務局にて
随時検討を⾏う想定ですし、必要に応じて委員の皆様に御意⾒を伺っていければと思ってお
ります。 

また、農⼭漁村インパクト可視化ガイダンスには、この 25 のアクティビティ種別ごとに
ロジックモデルの例っていうのを掲載しておりますので、事業者の皆様にはそれを参考にし
ていただきながら、今回ロジックモデルをしっかりと⾒ていくっていうところではないので
すけれども、やっぱりそこを作っていただき、考えていただく、経験していただくものと考
えております。説明は以上となります。 

 
○事務局 種⽥ 

それでは委員の皆様、松本さんの御説明に関して何か御質問や、コメント、御助⾔ござい
ましたら、ぜひお願いできればと思いますが、いかがでしょうか。 
 
○⼯藤委員 
 前提として今⽇の議論を踏まえて、また申請書の内容とかに反映されるっていう、そうい



う理解ですかね。 
 
○事務局 種⽥ 

はい、そのとおりです。ただ、今⽇お時間もありませんので、また別途コメントいただく
ような形も想定しています。すいません、⼤塚さん、増岡さん、挙⼿いただいておりました。
それでは⼤塚さんからお願いできますでしょうか。 
 
○⼤塚委員 
 すいません、これ結構スケジュールがもうすぐ始まるのだなというふうには⾒て思ってお
ったのですが、⼀応その 25 のロジックモデル作ったので、当てはまるものを含めて申請し
てもらったらほぼノーチェックで証明書は出しますよっていうなんかそういう御説明で合
っていますか。 
 
○事務局 松本 
 ここの 2 観点で⾔うと、この 2 つ⽬のところについては、基本的には達成しているもの
と捉えられるかなと思っているのですけれども、じゃあその取組が実際に実施されているの
かどうかっていうところについてはしっかりと確認する必要があるかなと思っていますの
で、こちらは確認します。 
 
○⼤塚委員 
 ああ、そういうことなのですね。わかりました。いや、なんか多分、うちの会社 100 枚ぐ
らい出せる気がするのですよ。多分、NTT 東⽇本さんも 20 ぐらい出せるような気がする
のですけど、これプロジェクト単位っていうことなのですよね。 
 
○事務局 松本 

そうですね。基本的にはプロジェクト単位で、地域というか、例えば同じ別の地域で同じ
ようなプロジェクトをやっていても、地域ごとに出してもらうというような想定でおります。 
 
○⼤塚委員 
 なるほど、分かりました。そうなると⼀個って選べるって⾔われるとどうだろうってなる
し、全部出せって⾔われていっぱいあるし、かつそのいっぱい出した時に何か良いことがあ
るのかみたいなこともよく分からないので、やっぱりインセンティブ設計含めて、もうちょ
っと議論しても良いのではないかなと感じた次第です。 
 
○事務局 松本 
 ありがとうございます。そちらについてのインセンティブとともに議論いたします。 



 
○事務局 種⽥ 

ありがとうございます。増岡さん、お願いいたします。 
 
○増岡委員 
 ありがとうございます。⾮常に限定的なケースについての御質問になるかもしれませんけ
ど、最終的にはインパクト創出にかかる証明書の制度が想定されている中で、結構、企業・
⾦融機関が活発に取り組んでいるのがカーボンクレジットに関する取組だと思います。森林
整備だとか、あとそのシースケープに関連するそのブルークレジット、ブルーカーボンなど
で、特にブルーの場合は結構漁協さんや地域住⺠など、いろんなステークホルダーが連携し
て地域の取組として取り組まれている場合も多いと思います。その取組⾃体は多分、その地
域の農⼭漁村におけるインパクトにつながっていくと思うのですが、そこで出てくる環境価
値、例えば GHG の吸収とか削減について、仮にカーボンクレジット化され、販売されて、
その環境価値を主張できる権利が移転された場合というのは、このインパクト証明書の対
象から落ちるのか、証明書が取り消されるのかといった点について最初のところの考え⽅
で整理しておく必要があるのではと思っております。クレジット化して販売すると、その環
境価値を主張する権利は⾃分にはなくなると思いますので、それが農⼭漁村ではない⼈に
移る場合に、その環境価値についてインパクト証明書や取組証明書を取得していた⼈とい
うのは、引き続きそれを主張できるのかどうなのか。ちょっと気になりましたので今後の議
論の１つ論点として、コメントさせていただきました。 
 
○事務局 松本 
 コメントいただきありがとうございます。すみません、そうですね、そちらについても検
討を進めてまいります。この段階ではお時間もございますので、後ほど検討して、また結果
をお伝えいたします。 
 
○事務局 種⽥ 

ありがとうございました。本⽇は時間が押しておりましたので全ての委員の皆様には御意
⾒を頂戴できなかったですけども、また検討会の後にもですね、メールなどで適宜コメント
などいただけたらと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは最後ですね、今後のスケジュールと閉会の御挨拶ということで農⽔省の朝⽇様
からお願いいたします。 
 
○朝⽇農村活性化推進室⻑ 
 皆様、今⽇はどうもありがとうございました。 

まず今後のスケジュールでございます。最初にお話をしたとおりでありますけれども、今



⽇第 1 回検討会がありまして、それを踏まえまして、取組証明書についてはですね、今後検
討会の個別にちょっと今宿題もいただきましたので、ちょっと検討した後ですね、10 ⽉、
11 ⽉に取組証明書の募集期間、審査期間として 12 ⽉から 1 ⽉、そして年度内にですね、証
明書の交付ができるような形で、まずちょっと裾野を広げていくということを考えておった
ところであります。 

またそういった中で、そのインパクトの創出につながる⽅のですね、そのより厳しいとこ
ろの⽅につきましては、さらにその第 2 回でですね、そのインパクト証明書におけるインパ
クト IMM プロセス評価⽅法の詳細の検討ですとか、個別の企業の具体例の実証とか IMM
プロセスの評価⽅法とか、最終的にはインパクトの募集・評価体制等々について検討してい
きたい、そしてそれを踏まえて、証明書の発⾏についてマニュアルをまとめるとかですね、
インパクト証明書発⾏開始に向けた検討及び発⾏体制の整備というのを 7 年度中に実施す
るということを検討していたところでございます。 

⼀⽅で、今⽇の議論を踏まえますと、なかなかその企業価値の向上につなげていくのは難
しいという御意⾒もある⼀⽅で、その取組の証明、プラスアルファでさらにそのインパクト、
なかなかそのインパクトの証明というのをどういう体制でやっていくかっていうのはある
と思いますけれども、アウトカムとか、インパクトにつながるところまでのものを評価して
いくということについては、それを前提にそれはあってもいいのではないかという前提で議
論が進んでいたような気もしておりますので、そこについてはですね、そう受け⽌めてやっ
ていきます。 

また、リスク低減に資することが証明できるのであれば、数字等々もですね、⽰せるので
あれば、それを使われるのではないかという御意⾒もあったので、また統合報告書ですとか
IR プロセスなんかの⼀助になるのではないかという御意⾒もあったと思うのですが、改め
てそうなった時に、どういうその仕分けというかですね、取組証明書は主にどこまでのもの
で、それでインパクト証明書はどこまでのもので、御意⾒もありましたが、その２つはどう
接続するのかっていうですね、その前後関係等々、もう少し整理する必要があるかなと思っ
ておりますので、そこについてはまたよく整理した上で、また、第 2 回の検討会に諮らせて
いただきたいと思っております。 

本⽇はですね、また取り消しの議論等々もございましたので、そこについても⾮常に重要
な論点だというふうに理解しておりますので、そこをどう確認していくのかということも含
めてですね、またちょっと検討していきたいと考えております。 

本⽇はですね、お忙しい中、皆様に集まっていただきましてありがとうございました。⾮
常にですね、⽰唆に富む御意⾒をいただきましたし、なかなか難しい分野であるなというふ
うに思っておりましたけれども、せっかくやるのであれば使うものにしたいと思っておりま
すので、これまた少しちょっと検討して皆様の御意⾒をよく聞いてですね、意味あるものに
していければと思っておりますので、引き続きですね、検討会続きますけれども、皆様の御
協⼒、御指導をいただければと思っております。本⽇は⻑い時間お付き合いいただきまして



ありがとうございました。 
 
○事務局 種⽥ 

ありがとうございました。はい。それでは、ちょうどお時間となりましたので、こちらで
第 1 回の検討会を閉会とさせていただければと思います。ありがとうございました。 
 

午後 6 時００分 閉会 
 


